
― 原信ナルスカード会員特約 ―

第１条（本特約に定めるカード）
本特約に定めるクレジットカードは、原信ナルスホールディン
グス株式会社（以下「原信ナルスＨＤ」という）ならびに株式
会社シジシージャパン（以下「ＣＧＣ」という）およびトヨタ
ファイナンス株式会社（以下「当社」といい、両者を併せて
「両社」という）が提携して発行する原信ナルスカード（以下
「本カード」という）とします。

第２条（本カードの会員）
本カードの会員（以下、家族会員を含めて「会員」という）と
なるのは、本特約ならびにクレジットカード会員規約およびこ
れに付帯する諸特約・諸規定（以下これらを総称して「会員規
約等」という）を承認の上、入会の申込を行われた方で、原信
ナルスＨＤおよび両社が入会を認めた方をいいます。

第３条（本カードのサービス）
1. 原信ナルスＨＤは、所定の方法により、会員に対する独自の
サービス・特典を提供します。

2.　ＣＧＣは、会員に対しポイントサービスを提供します。
3. 当社は、本特約および会員規約等の定めるところにより、会員
に対し各種のクレジットカードサービスを提供します。

第４条（支払期日）
本カードにおける支払期日は、毎月 2日または 17 日（当日が金
融機関休業日である場合は翌営業日）となります。

第５条（個人情報等の収集・利用・提供等に関する同意）
1. 入会申込者および会員（以下「会員等」という）は、自己の個
人情報（会員規約等に定める属性情報、契約情報、取引情報お
よび原信ナルスＨＤが入会申込に際して収集するアンケート情
報）およびその他の情報の取扱に関し、本条に定める内容に同
意します。

2. 原信ナルスＨＤは、会員等の個人情報を以下の目的の範囲内で
自ら利用する場合があります。
[目　的 ]原信ナルスＨＤの事業において取り扱う商品・サービ
ス等について宣伝印刷物の送付・ｅメールの送信等の方法によ
りご案内すること。

3.　ＣＧＣは、会員等の個人情報を以下の目的の範囲内で自ら利用
する場合があります。
[目　的 ]ポイントサービスを円滑に実施すること、ＣＧＣの事
業におけるマーケティング（市場調査・商品企画・分析等）を
実施すること。

4. 原信ナルスＨＤおよび当社は、以下の目的のために、会員等の
個人情報を相互に交換し、これを利用する場合があります。
[目　的 ]クレジットカードの発行・管理、各種サービスの円滑
な提供、会員等に対する与信業務（途上与信を含む）および債
権管理業務に利用するため。

5. 当社は、本カードの入会申込に対する本カード発行の可否（そ
の理由は除く）および発行後の退会・解約の事実（その理由は
除く）について、原信ナルスＨＤおよびＣＧＣに通知します。

6. 原信ナルスＨＤおよび下記に掲げる原信ナルスＨＤのグループ
企業が、総合的なサービスを行なうために以下の目的で会員等
の個人情報を共同して利用する場合があります。
[提供先 ]株式会社原信

株式会社ナルス
[目　的 ]原信及びナルスの事業において取り扱う商品・サービ
ス等について宣伝印刷物の送付・ｅメールの送信等の方法によ
りご案内すること。
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第６条（個人情報に関する会員の権利）
1. 会員等は、会員規約等に定めるところに準じて、原信ナルスＨ
Ｄに対し以下の請求をすることができます。
①第 5条第 2項に規定する宣伝印刷物の送付・ｅメールの送信等
に対する中止の請求
②原信ナルスＨＤにおいて管理する個人情報の開示・訂正・削除
の請求

2. 会員等は、会員規約等に定めるところに準じて、ＣＧＣに対し
以下の請求をすることができます。
①ＣＧＣにおいて管理する個人情報の開示・訂正・削除の請求

第７条（個人情報に関するお問い合わせ先）
1. 原信ナルスＨＤにおける第 6条第 1項の請求その他のお問い合
わせについては下記までお願いします。
[対応部署 ]　総務部
[住 所 等 ]  〒954-0131
             新潟県長岡市中興野 18-2
             TEL 0258-66-6711  

2.　ＣＧＣにおける第 6条第 2項の請求その他のお問い合わせにつ
いては下記までお願いします。
[対応部署 ]　ＣＧＣカードセンター
[住 所 等 ]  〒169-8531

東京都新宿区大久保 2丁目 1番 14 号
TEL 03-3204-0248

第８条（本特約に定めのない事項等）
1. 本特約に定めのない事項については、会員規約等が適用される
ものとします。

2. 本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後に会員
が本カードを利用したときは、会員は当該改定を承認したもの
とみなします。
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